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母
親
と
胎
児
は
へ
そ
の
緒
を
介
し
て
栄
養
分
や
酸
素
、
さ
ら
に
は
老
廃
物
な
ど
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
が
、
血
液
を
交
え
ず
に
こ

れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
胎
盤
と
い
う
臓
器
で
あ
る
。
胎
児
の
生
命
維
持
装
置
と
で
も
い
う
べ
き
胎
盤
は
、
約
十
ヵ
月
の
間
、
母
体

の
中
で
輝
か
し
い
働
き
を
し
な
が
ら
、
出
産
と
と
も
に
す
べ
て
の
役
割
を
終
え
、
不
要
と
な
っ
て
対
外
に
排
出
さ
れ
る
。
こ
れ
を
後
産

（
あ
と
さ
ん
．
の
ち
ざ
ん
．
こ
う
さ
ん
）
と
言
う
。
こ
の
胎
盤
を
普
通
「
エ
ナ
」
と
称
し
、
胞
衣
ま
た
は
胎
衣
と
記
さ
れ
る
。
字
義
と

し
て
は
、
胞
衣
は
胎
児
を
包
む
膜
す
な
わ
ち
羊
膜
の
こ
と
で
、
胎
衣
は
胎
盤
と
羊
膜
を
合
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
実
際

に
は
胞
衣
も
胎
衣
も
と
も
に
胎
盤
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ち
な
み
に
沖
縄
の
方
言
で
は
イ
ヤ
・
イ
ヤ
ー
・
イ
ャ
ィ
．
イ
ー

ャ
ー
・
イ
ザ
等
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
ク
ワ
ー
プ
ク
ル
・
フ
ァ
ー
フ
ク
ル
（
子
袋
）
と
も
言
う
。

現
在
の
よ
う
に
施
設
分
娩
が
ほ
ぼ
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
言
え
る
状
況
の
中
に
あ
っ
て
は
、
胞
衣
に
つ
い
て
の
人
々
の
関
心
は
ほ
と
ん
ど

失
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
自
宅
分
娩
で
あ
っ
た
頃
、
胞
衣
の
処
理
は
生
児
の
一
生
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
信
じ
ら
れ
、
一
定
の
儀

礼
が
行
な
わ
れ
た
。
小
稿
で
は
そ
う
し
た
胞
衣
に
関
す
る
習
俗
・
俗
信
に
関
す
る
研
究
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
沖
縄
に
お
け
る
事
例

を
他
と
の
比
較
を
行
な
い
な
が
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

は
じ
め
に

胞
衣
に
つ
い
て

山
里
純
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１
胞
衣
に
関
す
る
習
俗

胞
衣
の
こ
と
が
初
め
て
学
問
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
呪
術
研
究
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
的
人
類
学
者

Ｊ
・
Ｇ
・
フ
レ
ー
ザ
ー
（
一
八
五
四
’
一
九
四
二
は
、
呪
術
の
基
礎
を
な
す
思
考
の
原
理
と
し
て
、
①
類
似
は
類
似
を
生
む
、
あ
る

い
は
結
果
は
そ
の
原
因
に
似
る
と
い
う
「
類
似
の
法
則
」
と
い
う
も
の
と
、
②
か
っ
て
互
い
に
接
触
し
て
い
た
も
の
は
、
物
理
的
接
触

が
消
え
た
後
も
互
い
に
引
き
続
き
影
響
し
あ
う
と
い
う
「
接
触
の
法
則
」
ま
た
は
「
感
染
の
法
則
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
①
を
「
類

感
呪
術
」
②
を
「
感
染
呪
術
」
と
規
定
し
た
上
で
、
「
感
染
呪
術
」
の
例
と
し
て
ヘ
ソ
の
緒
と
と
も
に
胞
衣
の
処
理
を
あ
げ
て
い
る
。

た
と
え
ば
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
の
ペ
ン
フ
ァ
ー
ザ
ー
河
畔
の
土
着
民
は
、
胞
衣
に
は
子
供
の
霊
の
一
部
分
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
、
そ

の
霊
が
樹
や
岩
も
し
く
は
生
児
の
中
で
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
、
祖
母
が
砂
の
中
に
埋
め
小
枝
を
立
て
枝
の
先
を
縛
っ
て
目
印

を
作
る
。
ス
マ
ト
ラ
の
バ
タ
ク
族
は
胞
衣
を
生
児
の
弟
ま
た
は
妹
と
み
な
し
家
の
床
下
に
葬
る
。
ま
た
ウ
ガ
ン
ダ
共
和
国
の
バ
ガ
ン
ダ

（
１
）

族
は
胞
衣
を
複
身
と
同
一
視
し
、
母
親
が
バ
ナ
ナ
の
木
の
根
元
に
埋
め
る
と
い
う
。

世
界
の
諸
民
族
に
お
け
る
胞
衣
処
理
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
七
年
に
イ
ン
ド
の
人
類
学
者
Ｇ
・
ｓ
・
グ
ー
イ
ェ
氏
が
初
め
て

取
り
上
げ
て
い
る
胸
、
そ
の
後
、
一
九
四
二
年
に
は
永
尾
龍
造
が
中
国
の
事
例
を
（
後
掲
）
、
さ
ら
に
一
九
七
四
年
に
は
、
高
山
純
氏

（
３
）

が
世
界
の
民
族
誌
的
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
参
考
に
整
理
し
た
と
い
う
木
下
忠
氏
の
「
埋
甕
Ｉ
古
代
の
出
産
習
俗
』

第
七
章
「
世
界
の
諸
民
族
の
胎
盤
処
理
の
方
法
」
（
雄
山
闇
、
一
九
八
一
年
）
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
諸
民
族
の
事
例
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

中
国
、
台
湾
、
シ
ベ
リ
ア
東
北
部
（
チ
ュ
ク
チ
族
、
コ
リ
ャ
ー
ク
族
、
ヤ
ク
ー
ト
族
、
ゴ
ル
デ
ィ
族
）
、
樺
太
の
ギ
リ
ャ
ー
ク
族
、

胞
衣
研
究
の
現
状
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カ
ナ
ダ
の
ク
ワ
キ
ウ
ト
ル
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
イ
ン
ド
（
西
部
の
ス
ラ
ト
地
方
、
カ
ッ
チ
島
の
バ
ニ
ア
族
、
カ
テ
ィ
ア
ワ
ル
地
方
、

デ
ヵ
ン
高
原
の
シ
ョ
ラ
プ
ー
ル
地
方
、
東
南
部
の
テ
ル
グ
ー
語
部
族
、
タ
ミ
ー
ル
語
部
族
、
中
央
州
の
ゴ
ン
ド
族
、
東
部
の
オ
リ
ッ

サ
地
方
、
チ
ョ
タ
ナ
グ
プ
ー
ル
の
プ
フ
ミ
ー
族
お
よ
び
オ
ラ
オ
ン
族
、
ア
ッ
サ
ム
の
ロ
ー
ダ
・
ナ
ガ
族
、
北
西
イ
ン
ド
山
間
部
の

ビ
ー
ル
種
族
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
、
回
教
徒
）
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
（
ビ
ル
マ
北
部
の
シ
ャ
ン
族
、
タ
イ
北
部
地
方
、
北
東
タ
イ
地

方
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ト
ン
キ
ン
高
地
居
住
民
、
中
央
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
ビ
サ
ヤ
ン
族
、
ポ
ホ
ー
ル
地
方
、
ス
マ
ト
ラ
北
部
海
岸
地
方
の

ア
チ
エ
ー
族
、
ス
マ
ト
ラ
北
部
の
バ
タ
ク
族
、
カ
ロ
・
バ
タ
ク
族
、
ス
マ
ト
ラ
南
部
内
陸
部
の
ク
プ
族
、
ス
マ
ト
ラ
西
海
岸
の
マ

ン
デ
リ
ン
グ
地
方
、
ス
マ
ト
ラ
中
部
の
メ
ナ
ン
ガ
ポ
族
、
グ
ヌ
ン
グ
・
サ
ヒ
ラ
ン
地
方
、
ジ
ャ
ワ
地
方
、
中
央
セ
レ
ベ
ス
の
ト
ラ

ラ
キ
族
、
中
央
セ
レ
ベ
ス
の
一
部
種
族
お
よ
び
海
岸
添
い
の
バ
リ
ギ
王
国
、
南
セ
レ
ベ
ス
、
サ
ウ
島
、
モ
ル
ッ
カ
諸
島
南
部
地
方
、

ハ
ル
ク
島
・
サ
パ
ル
ァ
島
・
ラ
ウ
ト
島
、
バ
バ
ル
諸
島
）
、
南
太
平
洋
地
域
（
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
南
部
の
キ
ワ
イ
・
パ
プ
ア
族
、

ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
族
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
一
部
原
住
民
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
東
部
ペ
ン
フ
ァ
ー
ザ
ー
川
流
域
の

原
住
民
、
ト
ロ
プ
リ
ァ
ン
ド
諸
島
、
東
南
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
の
メ
ラ
ネ
シ
ア
人
）
、
ア
フ
リ
カ
（
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ェ
ラ
ヒ
ン
族
、
ウ

ガ
ン
ダ
の
（
・
ガ
ン
ダ
族
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
地
方
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
地
方
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
西
部
の
ダ
ル
マ

チ
ァ
地
方
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
、
バ
ル
ト
海
東
岸
レ
ッ
ト
族
、
ユ
ダ
ヤ
人
）
等
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
れ
に
若
干
の
事
例
を
追
加
す
る
に
と
ど
め
る
。

ま
ず
高
山
純
氏
が
紹
介
し
て
い
る
も
の
の
中
で
、
木
下
氏
が
割
愛
し
た
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
事
例
を
一
一
、
三
補
足
し
て
お
こ
う
。
マ
リ

ァ
ナ
の
チ
ャ
モ
ロ
人
は
胞
衣
を
濫
襖
（
ぼ
ろ
）
に
包
み
人
に
踏
ま
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
床
下
を
二
、
三
尺
掘
っ
て
埋
め
る
。
イ
フ
ァ

ル
ク
島
で
は
産
室
の
わ
き
に
へ
そ
の
緒
と
と
も
に
埋
め
、
ウ
リ
テ
ィ
島
で
は
へ
そ
の
緒
と
一
緒
に
海
岸
近
く
の
家
の
地
面
に
埋
め
る
。

こ
の
他
、
管
見
に
触
れ
た
も
の
に
次
の
よ
う
な
報
告
事
例
が
あ
る
。
マ
レ
ー
半
島
東
部
の
マ
レ
１
人
は
、
胞
衣
を
生
児
の
兄
弟
と
み
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（
４
）

な
し
、
き
れ
い
に
洗
っ
て
、
半
分
に
割
っ
た
コ
コ
ナ
ッ
ツ
の
殻
に
入
れ
て
埋
め
、
グ
ア
ー
ア
マ
ラ
で
は
胞
衣
を
焼
い
て
灰
を
埋
め
る
。
メ

キ
シ
コ
の
一
州
で
あ
る
ユ
タ
カ
ン
地
方
の
チ
ャ
ン
・
コ
ム
で
も
胞
衣
は
焼
く
が
、
そ
の
灰
は
炉
の
下
に
埋
め
る
。
ま
た
ト
ロ
ー
プ
リ
ア

ン
ド
諸
島
人
は
、
へ
そ
の
緒
と
胞
衣
は
「
畑
に
こ
ど
も
の
心
を
据
え
る
」
た
め
に
耕
作
地
に
埋
め
る
と
い
う
。
ベ
ン
ガ
ル
湾
に
位
置
す

（
５
）

る
ア
ン
ダ
マ
ン
諸
島
民
の
よ
う
に
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
埋
め
る
例
ｊ
Ｄ
あ
る
。

サ
イ
パ
ン
で
は
雨
垂
れ
の
下
に
埋
め
、
ト
ラ
ッ
ク
島
民
は
椰
子
の
葉
で
作
っ
た
篭
に
入
れ
て
家
の
近
く
に
埋
め
た
と
い
う
。
ま
た
ア

イ
ヌ
人
は
便
所
の
入
り
口
や
戸
口
に
穴
を
掘
っ
て
埋
め
た
よ
う
で
あ
る
。
イ
ン
ド
シ
ナ
山
岳
の
ピ
ー
・
ト
ン
グ
・
ル
ァ
ン
グ
族
は
木
に

（
６
）

吊
り
下
げ
る
の
で
は
な
／
、
、
木
の
上
に
置
い
た
。

ま
た
ス
マ
ト
ラ
島
の
ム
ン
タ
ワ
イ
族
の
よ
う
に
、
料
理
用
の
竹
筒
に
入
れ
炉
の
上
に
吊
り
さ
げ
た
例
や
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
島
喚
の
よ

（
７
）

う
に
海
に
流
し
た
と
い
う
事
例
ｊ
ｂ
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
モ
ロ
ッ
コ
で
は
、
へ
そ
の
緒
や
胞
衣
の
処
理
に
関
す
る
儀
式
は
な
い
と

こ
の
よ
う
に
、
胞
衣
の
処
理
の
問
題
は
世
界
の
諸
民
族
の
共
通
の
呪
術
と
し
て
存
在
し
た
。

日
本
の
場
合
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
化
一
○
年
（
一
八
一
三
）
に
胞
衣
の
処
理
の
習
俗
調
査
が
初
め
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
江
戸
幕
府
の
奥
儒
者
屋
代
弘
贋
（
や
し
ろ
ひ
ろ
か
た
）
は
各
藩
の
儒
者
や
知
人
等
を
通
じ
て
諸
国
の
風
俗
に
つ
い
て
問
い
あ
わ
せ
て

い
る
が
、
そ
の
問
状
に
「
胞
衣
之
納
様
如
何
様
、
ま
じ
な
い
事
も
候
哉
」
と
い
う
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
風
俗
問
状
に
対
し

て
回
答
を
寄
せ
た
の
は
現
在
確
認
さ
れ
る
限
り
わ
ず
か
十
五
カ
所
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
十
二
カ
所
が
胞
衣
の
処
理
に
つ
い
て
答
え
て

（
８
）

い
る
。
そ
の
後
、
明
治
に
入
っ
て
「
人
類
学
雑
誌
」
や
「
風
俗
画
報
』
に
一
部
の
地
域
の
産
育
習
俗
に
関
わ
る
資
料
が
紹
介
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
は
「
郷
土
研
究
」
「
民
族
と
歴
史
」
「
民
族
」
「
民
俗
学
」
等
の
学
会
誌
に
お
い
て
各
地

の
事
例
が
あ
い
つ
い
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。
特
に
昭
和
八
年
に
は
「
旅
と
伝
説
」
が
「
誕
生
と
葬
禮
」
の
特
集
を
組
み
、
胞
衣
の
処
理

い
、
７
。
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に
関
し
て
初
め
て
全
国
規
模
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
一
九
三
五
年
（
昭
和
一
○
）
に
は
、
現
在
の
天
皇
の
誕
生
を
契
機
に
設
立
さ
れ
た
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
が
、
全
国
道
府
県
の

学
務
部
に
依
頼
し
て
妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
関
す
る
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
「
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
」
と
し
て
一

九
七
五
年
（
昭
和
五
○
）
に
出
版
さ
れ
た
が
、
出
産
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
胞
衣
を
め
ぐ
る
習
俗
・
俗
信
に
つ
い
て
も
調
査
が
な
さ

れ
、
同
書
の
「
出
産
」
の
部
第
六
章
に
「
胞
衣
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
企
画
・
立
案
を
指
導
し
た
の
は
柳
田
国
男
で
あ
っ

た
が
、
関
敬
吾
と
の
共
著
「
日
本
民
俗
学
入
門
」
（
改
造
社
、
一
九
四
二
年
）
に
は
、
誕
生
習
俗
に
つ
い
て
「
胞
衣
は
ど
う
始
末
す
る

か
。
ど
こ
に
埋
め
る
か
。
埋
め
る
の
に
一
定
の
方
式
が
あ
る
か
。
胞
衣
だ
け
埋
め
る
か
、
何
か
外
に
一
緒
に
埋
め
る
も
の
が
あ
る
か
。

胞
衣
を
始
末
す
る
特
殊
な
人
が
あ
る
か
。
」
「
胞
衣
の
埋
め
方
の
如
何
に
よ
っ
て
生
児
の
将
来
が
決
定
さ
れ
る
か
。
埋
め
方
が
悪
い
と
ど

う
な
る
か
。
」
と
い
う
採
集
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
胞
衣
に
関
す
る
調
査
依
頼
事
項
が
お
お
む
ね
推
察
で
き
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
調
査
か
ら
出
版
ま
で
相
当
の
年
月
を
要
し
て
い
る
が
、
こ
の
調
査
資
料
カ
ー
ド
の
整
理
に
関
わ
っ
た
大
藤
ゆ
き
は
、

戦
前
に
逸
早
く
こ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
て
「
児
や
ら
こ
を
醤
い
て
お
り
、
そ
の
中
で
胞
衣
を
め
ぐ
る
習
俗
に
つ
い
て
も
一
言
及
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
胞
衣
の
「
捨
て
場
」
と
し
て
、
人
に
踏
ま
れ
る
と
こ
ろ
と
、
人
に
踏
ま
れ
な
い
と
こ
ろ
と
が
あ
る
こ
と
。
た
く

さ
ん
の
人
に
踏
ん
で
も
ら
う
程
丈
夫
に
育
つ
と
か
、
力
が
つ
く
と
か
、
賢
い
人
に
な
る
と
か
、
産
後
の
ひ
だ
ち
が
よ
い
と
い
い
、
胞
衣

を
埋
め
た
上
を
最
初
に
踏
ん
だ
も
の
を
、
生
児
が
成
長
し
て
恐
れ
る
よ
う
に
な
る
と
し
て
、
そ
の
子
の
父
親
が
最
初
に
踏
む
例
が
多
い

と
い
う
こ
と
。
ま
た
人
に
踏
ま
れ
な
い
と
こ
ろ
に
埋
め
な
か
っ
た
た
め
に
生
児
が
夜
泣
き
を
す
る
子
に
な
っ
た
と
か
、
埋
め
方
が
悪
い

と
、
夜
出
て
き
て
梁
の
上
を
青
光
し
て
歩
く
と
い
う
地
方
の
例
も
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
胞
衣
は
布
・
こ
も
．
紙
等
に
包
ん
で
埋
め
る

の
が
普
通
で
あ
る
が
、
壷
や
喪
に
入
れ
て
埋
め
た
り
、
長
野
県
諏
訪
地
方
で
は
馬
の
沓
に
入
れ
屋
内
の
土
間
の
下
に
埋
め
る
。
さ
ら
に

胞
衣
は
男
女
に
よ
っ
て
埋
め
る
場
所
や
添
え
物
が
違
う
こ
と
や
、
埋
め
る
時
に
笑
う
「
え
な
わ
ら
い
」
と
い
う
習
俗
が
あ
る
こ
と
も
挙
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げ
て
い
る
。
あ
る
い
は
へ
そ
の
緒
と
同
じ
く
大
切
に
保
存
し
て
お
い
て
、
嫁
ぐ
時
に
も
た
せ
る
と
か
、
死
ん
だ
時
に
棺
の
中
に
入
れ
る

と
い
っ
た
習
俗
例
や
、
胞
衣
を
洗
う
と
誰
の
生
ま
れ
代
わ
り
か
が
書
い
て
あ
る
の
で
わ
か
る
と
い
っ
た
俗
信
も
紹
介
し
て
い
る
。

な
お
隣
国
の
中
国
・
朝
鮮
の
事
例
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
中
国
の
胞
衣
に
関
す
る
習
俗
は
、
す
で
に
木
下
氏
も
挙
げ
て
い

る
が
、
永
尾
龍
造
の
「
支
那
民
俗
誌
』
に
詳
し
い
。
そ
の
第
六
巻
（
一
九
四
二
年
、
興
亜
院
文
化
部
、
一
九
七
三
年
に
国
書
刊
行
会
か

ら
復
刻
）
第
三
篇
第
一
章
第
十
二
節
第
一
項
に
は
「
胞
衣
に
就
い
て
」
と
し
て
、
「
胞
衣
の
処
置
と
俗
信
」
「
胞
衣
の
埋
め
方
と
俗
信
」

「
胞
衣
に
関
す
る
俗
信
」
「
胞
衣
の
下
り
難
い
場
合
の
措
置
と
俗
信
」
「
胞
衣
の
効
用
と
俗
信
」
の
こ
と
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

胞
衣
を
壷
に
入
れ
、
壷
の
周
り
を
紅
布
で
厳
重
に
包
み
、
天
候
の
良
い
日
を
選
ん
で
地
中
に
埋
め
る
が
、
そ
の
場
合
、
太
陽
の
威
力
が

強
い
正
午
時
を
避
け
、
人
目
に
つ
か
な
い
よ
う
に
、
浅
か
ら
ず
深
か
ら
ず
穴
を
掘
っ
て
早
目
に
埋
め
る
の
が
肝
要
だ
と
す
る
。
な
お
旧

満
州
地
方
で
は
、
男
児
の
胞
衣
は
産
室
内
の
地
下
、
あ
る
い
は
産
室
の
入
口
の
敷
居
に
近
い
地
下
に
埋
め
、
女
児
の
も
の
は
庭
ま
た
は

朝
鮮
の
胞
衣
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
八
年
か
ら
九
九
年
ま
で
の
間
に
各
道
ご
と
に
刊
行
さ
れ
た
「
韓
国
の
民
俗
体
系
」
（
国
脅
刊
行

会
）
の
う
ち
、
全
羅
南
道
編
、
慶
尚
南
道
編
、
慶
尚
北
道
編
、
済
州
道
編
の
出
産
儀
礼
の
箇
所
に
詳
細
な
調
査
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
胞
衣
を
藁
（
後
に
紙
が
用
い
ら
れ
る
）
に
包
ん
で
産
神
床
に
三
日
聞
置
い
た
後
に
焼
き
灰
を
川
に
流
す
か
、
あ

る
い
は
娩
出
し
た
胞
衣
を
た
だ
ち
に
竃
で
焼
き
、
一
週
間
後
に
灰
を
川
に
流
す
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
胞
衣
を
焼

き
川
に
流
す
地
域
と
、
胞
衣
を
鉢
か
翌
に
入
れ
て
蓋
を
し
て
地
中
に
埋
め
る
地
域
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
焼
い
た
灰
を
胡
麻
油
で

こ
れ
た
も
の
を
皮
膚
の
塗
り
薬
に
し
た
り
、
地
中
に
一
年
間
埋
め
た
後
に
取
り
出
し
て
薬
用
と
し
た
り
、
五
１
六
年
後
に
胞
衣
を
溶
か

満
州
地
方
で
は
、
男
児
の
胞
衣
」

産
室
の
軒
下
に
埋
め
る
と
い
う
。

し
て
薬
酒
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
に
お
け
る
胞
衣
の
処
理
方
法
お
よ
び
習
俗
の
調
査
に
関
す
る
報
告
事
例
を
紹
介
し
た
が
、
次
に
胞
衣
を
め
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縄
文
時
代
中
期
の
竪
穴
住
居
杜
に
お
い
て
見
ら
れ
る
埋
甕
に
つ
い
て
は
、
食
品
貯
蔵
・
飲
料
水
貯
蔵
ま
た
は
便
所
と
い
っ
た
説
も
あ

（
９
）

る
が
、
埋
葬
施
設
と
り
わ
け
幼
児
甕
棺
と
見
る
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
木
下
忠
氏
は
、
胞
衣
を
戸
口
に
埋
め
た
民

（
恥
）

俗
例
と
埋
喪
の
場
所
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
埋
蕊
は
胞
衣
を
埋
納
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
持
論
を
展
開
し
て
い
る
。

各
地
の
胞
衣
の
処
理
方
法
を
見
る
と
「
埋
め
る
」
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
の
場
所
は
「
人
に
よ
く
踏
ま
れ
る
と
こ
ろ
」
と
「
人

に
踏
ま
れ
な
い
と
こ
ろ
」
と
い
う
、
相
反
す
る
伝
承
が
存
在
す
る
。
も
し
木
下
忠
氏
の
説
く
よ
う
に
、
胞
衣
を
人
に
踏
ま
れ
る
場
所
に

埋
め
る
習
俗
が
縄
文
時
代
中
期
以
来
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
人
に
踏
ま
れ
な
い
場
所
に
埋
め
る
の
は
本
来
の
姿
で

は
な
く
、
後
次
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
木
下
氏
の
立
論
の
根
拠
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
、
人
に
よ
く
踏
ま
れ
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
戸
口
に
限
ら
な
い
こ
と
、

ま
た
貧
富
の
差
や
一
時
的
・
地
方
的
な
流
行
を
越
え
て
喪
に
入
れ
て
埋
蔵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
こ
と
か
ら
、
埋
尭
の

分
布
と
胞
衣
埋
納
の
民
俗
分
布
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
立
論
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
問
題
点
の
指
纈
が
な

さ
れ
る
一
方
、
容
器
と
し
て
埋
甕
が
や
や
大
き
す
ぎ
る
こ
と
、
埋
め
ら
れ
て
い
る
深
さ
が
や
や
浅
い
と
い
う
疑
問
か
ら
、
こ
れ
を
ネ
ズ

（
旭
）

ミ
を
捕
獲
す
る
た
め
の
落
と
し
穴
で
な
か
っ
た
か
と
い
う
解
釈
も
出
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
新
谷
尚
紀
氏
は
、
胞
衣
に
関
す
る
俗
信
を
も
と
に
、
人
に
踏
ま
れ
ぬ
よ
う
に
↓
踏
ま
れ
る
と
最
初
の
そ
れ
を
一
生
恐
れ
る
↓
最

（
烟
）

初
に
父
親
が
踏
む
↓
多
く
の
人
に
踏
ま
れ
て
忍
耐
強
い
子
に
す
る
、
と
い
う
展
開
の
図
式
が
読
み
取
れ
る
と
し
て
、
む
し
ろ
人
に
踏
ま

ぐ
る
議
論
な
い
し
は
研
究
の
現
状
を
見
て
お
こ
う
。

２
胞
衣
を
め
ぐ
る
研
究

①
埋
納
場
所
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れ
な
い
所
に
埋
め
る
こ
と
が
本
来
の
姿
で
、
そ
の
後
、
踏
ま
れ
る
所
に
埋
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
胞
衣
を
埋
め
た
と
こ
ろ
を
人
に
踏
ま
せ
る
か
踏
ま
せ
な
い
か
と
い
う
伝
承
の
混
乱
は
、
そ
れ
が
も
と
も
と
胞
衣
に

対
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
し
て
、
胞
衣
の
処
理
は
幼
児
葬
法
の
拡
大
解
釈
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の

井
之
口
氏
が
主
に
幼
児
の
霊
魂
の
不
安
定
を
問
題
に
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
と
は
別
の
視
点
か
ら
胞
衣
処
理
の
問
題
を
論
じ
て
い

（
胆
）

る
の
は
矢
野
敬
一
氏
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
子
供
は
他
界
か
ら
の
異
人
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
と
い
う
。
そ
し
て
胞
衣
と
死
産
や
流

産
や
一
定
の
産
育
儀
礼
を
通
過
せ
ず
に
亡
く
な
っ
た
新
生
児
と
は
、
埋
め
る
場
所
、
添
え
る
物
、
共
通
す
る
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ

た
点
で
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
新
生
児
と
胞
衣
は
未
分
離
の
、
邇
然
一
体
の
状
態
に
あ
る
と
理
解
す
る
。
ま
た
胞
衣
の
処
理
が
七
日
ま

た
は
二
十
一
日
目
の
産
育
過
程
の
重
要
な
折
り
目
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
重
視
し
、
こ
の
時
に
胞
衣
と
の
混
沌
と
し
た
状
態
か
ら
分
離

さ
れ
、
新
生
児
は
異
人
と
し
て
の
属
性
が
負
か
ら
正
へ
転
換
す
る
形
で
、
初
め
て
社
会
の
秩
序
に
適
合
す
る
存
在
へ
組
み
込
ま
れ
る
の

に
対
し
て
、
胞
衣
は
逆
に
日
常
生
活
の
秩
序
に
脅
威
を
与
え
る
危
険
な
も
の
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
処
理
に
は
最
新
の
注
意

が
払
わ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
胞
衣
を
「
人
の
踏
む
と
こ
ろ
」
ま
た
は
「
人
の
踏
ま
な
い
と
こ
ろ
」
に
関
わ
ら
ず
、
胞
衣
を
埋
め
る
行

為
に
は
胞
衣
を
儀
礼
的
に
「
退
治
」
し
排
除
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
儀
礼
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
胞
衣
が
負

の
属
性
か
ら
「
家
」
の
維
持
・
繁
栄
お
よ
び
富
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
の
正
の
属
性
へ
と
転
化
す
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
矢
野
氏
の
研
究
は
、
胞
衣
の
処
理
の
意
味
を
初
め
て
本
格
的
に
、
し
か
も
多
角
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

な
お
木
下
忠
氏
は
、
胞
衣
納
め
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
・
事
例
を
発
掘
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
「
女
芸
文
三
才
図
絵
』
と

（
肥
）

「
女
重
宝
記
大
成
」
か
ら
胞
衣
桶
を
埋
め
る
図
と
記
述
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
天
皇
や
将
軍
ク
ラ
ス
の
胞
衣
塚
や
明
治
一
一
十
年
（
一

八
八
七
）
以
後
の
胞
衣
及
産
汚
物
に
関
す
る
取
り
締
ま
り
規
則
の
制
定
に
伴
っ
て
登
場
し
た
胞
衣
捨
て
場
・
胞
衣
薮
の
実
態
、
お
よ
び

（
Ⅱ
）

が
井
之
口
章
次
氏
で
あ
る
。
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②
包
む
物
お
よ
び
容
器
ど
添
え
物

民
俗
例
と
し
て
は
、
胞
衣
は
紙
・
薦
・
ぼ
ろ
に
包
ん
だ
り
、
壷
・
土
瓶
・
ひ
し
ゃ
く
の
柄
の
取
れ
た
物
・
馬
の
沓
・
ざ
ん
だ
わ
ら
・

わ
ら
づ
と
・
胞
衣
桶
等
さ
ま
ざ
ま
な
容
器
に
入
れ
、
男
子
で
あ
れ
ば
筆
・
墨
や
米
・
か
つ
お
ぶ
し
・
扇
子
・
そ
ろ
ば
ん
の
珠
等
、
女
子

で
あ
れ
ば
糸
・
針
・
は
さ
み
等
を
添
え
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
二
、
平
城
京
右
京
五
条
四
坊
三

坪
の
貴
族
邸
宅
跡
か
ら
、
和
同
開
珠
四
枚
、
筆
管
、
墨
挺
を
納
め
た
薬
壷
形
有
蓋
須
恵
器
が
発
見
さ
れ
、
胞
衣
の
容
器
お
よ
び
添
え
物

が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
Ｗ
）

易
学
に
よ
る
埋
め
る
方
角
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
に
付
載
さ
れ
た
各
都
府
県
の
「
胞
衣
産
穣
物
取
締
規
則
」
は
、
後
に
取
り

上
げ
る
が
、
大
変
有
益
な
資
料
で
あ
る
。

さ
ら
に
胞
衣
の
問
題
は
日
本
中
世
史
研
究
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
横
井
清
氏
は
、
室
町
幕
府
の
政
所
代
の

要
職
に
あ
っ
た
蜷
川
親
元
の
日
記
に
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
八
月
朔
日
の
こ
と
と
し
て
、
吉
方
の
東
南
の
方
向
に
あ
る
「
歌
の
中

山
」
と
い
う
山
中
に
、
「
河
原
者
」
を
使
っ
て
胞
衣
を
埋
め
さ
せ
、
そ
の
上
に
松
を
植
え
た
と
あ
る
記
事
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
「
中
山
」
が
「
古
代
以
来
の
民
衆
の
交
通
・
交
易
活
動
の
発
展
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
境
界
地
名
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
、
●
ま
た
死
者
を
埋
葬
し
塚
と
な
し
た
上
に
松
を
植
え
た
こ
と
、
汚
穣
の
始
末
、
鰭
牛
馬
の
処
理
、
山
水
の
造
築
に
あ
た
っ
た

「
河
原
者
」
が
胞
衣
納
め
の
儀
礼
行
為
に
も
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
完
結
し
た
円
を
な
し
て
い
た
と
し
、

そ
れ
は
中
世
の
人
々
の
「
吉
凶
」
観
・
「
死
生
」
観
・
「
境
界
」
観
を
解
明
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
し
た
環
の

結
び
目
に
「
河
原
者
」
を
位
世
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
世
被
差
別
部
落
形
成
過
程
に
お
け
る
研
究
の
余
白
を
埋
め
る
こ
と
も
可
能
と

（
旧
》

た
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
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胞
衣
に
つ
い
て
各
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
俗
信
が
あ
る
。
秋
田
県
で
は
胞
衣
を
酒
で
洗
う
と
誰
の
生
ま
れ
代
わ
り
か
が
わ
か
る
と
い
う
が
、

千
葉
県
・
福
井
県
・
愛
知
県
で
は
胞
衣
を
洗
う
と
父
親
の
家
紋
が
現
わ
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
実
子
で
あ
る

こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
東
京
都
で
は
、
も
し
他
人
の
子
で
あ
る
場
合
は
定
紋
が
目
茶
苦
茶
に
な
っ
て
現
わ
れ
る
と
い
い
、

静
岡
県
で
は
、
胞
衣
を
水
に
浸
け
て
置
け
ば
水
面
に
そ
の
子
の
父
親
の
顔
が
浮
き
で
て
く
る
と
い
う
。
ま
た
岡
山
県
で
は
子
供
の
認
知

を
め
ぐ
る
「
エ
ナ
詮
議
」
の
伝
承
が
あ
鑓
。

渡
辺
友
左
氏
は
、
上
記
の
俗
信
が
か
つ
て
全
国
に
広
ま
っ
て
い
た
傍
証
と
し
て
、
江
戸
の
古
典
落
語
の
「
氏
子
中
」
と
「
も
め
る
筈

胞
衣
は
狩
場
の
ゑ
ず
の
よ
ふ
」
と
い
う
川
柳
を
挙
げ
、
ま
た
広
島
県
の
方
言
で
私
生
児
を
意
味
す
る
「
ア
ラ
イ
ゴ
」
も
、
そ
の
俗
信
を

（
郵
）

背
景
と
し
た
「
洗
い
子
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
国
語
学
の
分
野
に
お
い
て
胞
衣
の
問
題
を
扱
っ
た
興
味
深

な
お
「
古
事
類
苑
」
稔
式
部
六
「
誕
生
祝
」
の
箇
所
に
は
胞
衣
関
係
史
料
が
あ
る
程
度
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
水
野
氏
は
こ
れ
に
加

（
即
》

鱈
え
て
、
中
国
の
産
育
関
係
を
含
む
新
た
な
史
料
の
発
掘
に
手
が
け
、
胞
衣
に
関
す
る
文
献
学
的
研
究
を
高
め
た
。

当
初
こ
れ
は
骨
壷
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
水
野
正
好
氏
は
、
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
香
か
れ
た
九
条
道
家
の
日
記

「
玉
蘂
（
ぎ
よ
く
ず
い
三
に
、
白
盗
の
瓶
子
の
中
に
、
ま
ず
銭
を
五
枚
、
銭
文
を
上
に
し
て
入
れ
、
次
に
清
水
と
清
酒
で
洗
い
絹
布
で

包
ん
だ
胞
衣
を
置
き
、
そ
し
て
そ
の
上
に
筆
一
管
を
置
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
他
、
「
大
記
」
「
御
産
所
日
記
」
に
、
添
え
る
物
と

し
て
筆
以
外
に
墨
と
小
刀
が
見
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
薬
壷
形
有
蓋
須
恵
器
が
胞
衣
壷
で
あ
る
と
確
定
し
煙
・
こ
う
し
た
胞
衣
容

器
と
思
わ
れ
る
も
の
は
平
城
京
の
他
に
秋
田
城
な
ど
で
も
見
つ
か
っ
て
お
り
、
現
在
ま
で
に
各
地
で
約
三
十
例
確
認
さ
れ
て
い
る
と

（
鋤
）

い
や
つ
”
。

③
俗
信
を
め
ぐ
る
問
題
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一
方
、
中
村
義
雄
氏
は
「
魔
よ
け
と
ま
じ
な
い
」
（
塙
瞥
房
、
一
九
七
八
年
）
の
中
で
、
「
平
家
物
語
」
「
徒
然
草
」
「
永
昌
記
』
「
花

園
院
辰
記
」
等
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
記
録
に
、
胞
衣
が
下
り
な
い
時
に
「
甑
を
落
と
す
」
と
見
え
る
こ
と
を
取
り

上
げ
、
甑
は
「
子
敷
」
に
通
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
落
と
し
て
割
る
と
い
う
の
は
、
子
（
胎
児
）
が
敷
い
て
い
る
胞
衣
を
下
ろ
す

こ
と
を
意
味
す
る
、
い
わ
ゆ
る
類
感
呪
術
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
胞
衣
に
関
す
る
研
究
は
多
岐
に
及
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
、
次
節
で
は
沖
縄
に
お
け
る
事
例
を

中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
般
に
哺
乳
動
物
は
出
産
後
に
子
供
の
表
面
に
不
着
し
て
い
る
膜
も
含
め
て
自
ら
胎
盤
を
食
べ
る
。
そ
れ
が
自
分
が
生
ん
だ
子
供
を

き
れ
い
に
し
て
あ
げ
る
母
性
本
能
か
ら
く
る
も
の
か
、
胎
盤
に
栄
養
分
が
あ
る
こ
と
を
本
能
的
に
知
っ
て
い
て
出
産
に
よ
り
弱
ま
っ
た

体
力
を
回
復
す
る
た
め
に
そ
う
す
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
人
間
の
場
合
は
、
取
り
出
し
た
生
児
を
す
ぐ
に
お
湯
で
洗
う
か
ら
前

者
は
あ
た
ら
な
い
が
、
後
者
の
理
由
か
ら
胞
衣
を
食
べ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

１
「
附
瞥
」
流
求
伝
に
見
え
る
胞
衣

「
附
普
』
流
求
伝
に
は
「
婦
人
の
産
乳
、
必
ず
子
衣
を
食
す
」
と
母
親
が
胞
衣
を
食
べ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
階
瞥
』
の
流

求
が
ど
こ
か
と
い
う
議
論
は
未
だ
決
着
を
見
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
琉
球
説
・
台
湾
説
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
こ
の
記
事
に
つ
い
て

は
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。

い
研
究
で
あ
る
。

二
沖
縄
の
胞
衣
に
関
す
る
習
俗
・
知
識
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ち
な
み
に
、
台
湾
原
住
民
の
高
砂
族
は
結
核
の
特
効
薬
と
い
っ
て
胎
盤
を
油
で
い
た
め
て
食
べ
る
と
い
う
報
告
が
あ
る
鯛
、
現
代
東

洋
医
学
書
に
は
、
胞
衣
を
火
で
あ
ぶ
っ
て
乾
燥
き
せ
粉
末
に
し
た
も
の
が
結
核
の
治
療
に
効
果
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
新
鮮

（
壷
）

な
胞
衣
を
週
に
一
一
、
一
一
一
回
煎
服
す
る
の
も
よ
い
と
あ
る
。

埋
め
る
場
所
は
ヤ
ー
ヌ
ク
シ
（
家
の
後
）
の
軒
下
、
具
体
的
に
言
え
ば
台
所
の
火
ノ
神
を
祀
っ
た
裏
の
軒
下
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
軒
下
と
い
っ
て
も
雨
垂
れ
が
落
ち
る
と
こ
ろ
よ
り
内
側
に
埋
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
は
雨
垂
れ
が
落
ち
る
と
こ
ろ
に
埋
め

る
と
「
シ
ョ
ポ
シ
ョ
ポ
目
」
に
な
る
と
か
「
ミ
ー
ハ
ガ
ー
」
（
た
だ
れ
目
の
人
）
ま
た
は
「
ユ
ダ
ヤ
ー
」
（
常
時
よ
だ
れ
を
垂
ら
し
て
い

る
人
）
に
な
る
と
い
う
俗
信
が
あ
る
。
し
か
し
八
重
山
で
は
こ
れ
と
多
少
異
な
っ
て
お
り
、
家
の
西
北
方
に
埋
め
る
が
、
そ
れ
は
仏
壇

と
火
ノ
神
の
方
向
を
避
け
そ
の
中
間
の
軒
下
で
、
し
か
も
雨
垂
れ
の
落
ち
る
真
下
に
あ
た
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
雨
垂
れ
か
ら
落
ち

る
雨
は
「
余
り
物
」
で
、
胞
衣
も
出
産
の
排
出
物
の
「
余
り
物
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
ら
し
い
。

佐
喜
真
興
英
の
「
琉
球
研
究
」
に
は
、
津
堅
島
の
例
と
し
て
「
胞
衣
は
家
の
後
に
さ
げ
て
お
く
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
樺
太
の
ギ

リ
ヤ
ー
ク
族
、
イ
ン
ド
の
ア
ッ
サ
ム
地
方
、
中
央
セ
レ
ベ
ス
の
種
族
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
と
セ
レ
ベ
ス
島
の
間
に
あ
る
バ
バ
ル
諸
島
で
は

胞
衣
を
木
に
吊
る
す
と
い
い
、
鳥
取
県
因
幡
の
「
大
事
に
す
る
あ
ま
り
屋
内
に
つ
る
し
て
お
く
」
と
い
う
報
告
も
あ
る
か
ら
、
沖
縄
で

も
こ
う
し
た
特
異
な
処
理
の
方
法
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
比
嘉
繁
―
―
一
郎
「
津
堅
島
の
記
録
」
（
私
家
版
、
一
九
九
○
年
）
に

な
い
よ
う
重
い
石
を
置
く
。

２
胞
衣
処
理
に
関
す
る
習
俗

沖
縄
で
は
一
般
に
、
胞
衣
を
芭
蕉
や
ク
バ
や
ゆ
う
な
の
葉
、
ま
た
は
藁
等
に
包
ん
で
埋
め
た
。
中
に
は
多
良
間
の
よ
う
に
シ
ャ
コ
貝

に
入
れ
て
埋
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
は
、
胞
衣
を
埋
め
た
後
、
そ
の
上
に
粥
を
か
け
、
犬
が
掘
り
起
こ
さ

－３２－



は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

よ
れ
ば
、
吊
る
し
た
ま
ま
放
置
す
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、
二
、
三
日
後
に
は
そ
れ
を
お
ろ
し
て
婦
人
が
屋
敷
の
裏
に
埋
め
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
島
袋
源
七
「
民
俗
学
よ
り
観
た
る
沖
騨
に
は
、
胞
衣
は
川
下
り
の
日
に
小
壷
に
入
れ
て
勝
手
の
裏
の
軒
下
に
埋
め
た
と

あ
る
・
小
壷
に
入
れ
る
こ
と
や
川
下
り
の
日
に
埋
め
る
こ
と
は
、
沖
縄
の
一
般
の
習
俗
で
は
聞
き
慣
れ
な
い
が
、
「
四
本
堂
家
梱
』
に

子
誕
生
仕
候
ハ
、
、
日
之
善
悪
不
し
構
、
必
三
日
目
一
一
川
お
り
可
レ
仕
候
。
跡
々
者
、
川
お
り
仕
候
日
二
火
之
神
拝
上
候
処
、
血

不
浄
有
し
之
候
故
差
延
候
。
膳
（
胎
力
）
髪
そ
り
申
時
二
拝
上
侯
。
格
相
定
侯
事
。

但
、
暑
気
甚
時
分
ハ
胎
衣
可
し
痛
候
間
、
誕
生
之
日
壷
一
一
入
置
、
川
お
り
之
日
一
一
可
レ
埋
候
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
暑
い
と
胞
衣
が
痛
む
の
で
出
産
し
た
日
に
壷
に
入
れ
て
、
三
日
月
に
行
な
わ
れ
る
川
下
り
の
日
に
そ
の
胞
衣
壷
を

埋
め
る
と
あ
り
、
し
た
が
っ
て
久
米
村
で
は
そ
う
し
た
習
俗
が
存
在
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
同
じ
く
久
米
村
の
鄭
氏
池
宮
城
家
の
家
礼
で
、
十
九
世
紀
後
半
頃
の
成
立
と
見
ら
れ
る
「
嘉
徳
堂
規
模
蝿
」
で
は
、

子
孫
誕
生
仕
侯
ハ
ミ
日
之
善
悪
無
し
櫛
、
当
日
川
下
可
レ
仕
候
。
従
二
跡
々
一
仕
来
候
間
、
弥
其
通
可
完
召
行
一
侯
。
火
神
御
観

音
御
霊
前
拝
シ
候
儀
は
、
一
門
親
類
之
内
装
束
仕
候
而
、
赤
子
を
抱
、
御
前
江
参
り
拝
シ
、
名
は
何
と
付
為
し
申
由
申
上
、
御
拝

付
胎
衣
之
儀
、
当
日
家
之
後
か
ぎ
ら
下
二
埋
候
は
ザ
、
則
刻
父
親
是
上
よ
り
ま
た
ご
ひ
可
レ
仕
候
也
。

と
あ
り
、
胞
衣
を
小
壷
に
入
れ
川
下
り
の
日
に
埋
め
る
こ
と
は
見
え
ず
、
出
産
当
日
に
家
の
か
ぎ
ら
（
方
一
言
は
カ
ジ
ラ
。
家
の
建
物
の

周
り
）
下
に
埋
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
埋
め
た
と
こ
ろ
の
上
を
父
親
が
ま
た
ぐ
と
い
う
の
は
、
久
米
村
以
外
の
地
方
で
も
見
ら
れ
、

浦
添
で
は
三
回
、
読
谷
で
も
数
回
ま
た
ぐ
こ
と
と
き
れ
た
。
そ
の
理
由
は
本
土
の
場
合
と
同
じ
で
、
最
初
に
そ
こ
を
越
え
た
も
の
を
生

（
西
》

（
”
）

児
は
恐
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
八
重
山
で
は
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
夫
人
が
一
二
回
ま
た
ぐ
と
妊
娠
す
る
と
か
、
後

可
し
仕
事
。

付
胎
・

と
あ
り
、
胞
衣
．
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子
が
余
り
遅
い
夫
人
は
そ
の
上
に
放
尿
す
る
と
早
く
懐
妊
す
る
と
い
っ
た
俗
信
も
麺
る
。

さ
て
沖
縄
の
胞
衣
埋
納
の
際
に
は
笑
い
の
儀
礼
が
伴
う
。
こ
れ
を
「
イ
ヤ
ワ
レ
ー
」
す
な
わ
ち
「
胞
衣
笑
い
」
と
い
う
。
例
え
ば
国

ウ
イ

頭
村
で
は
父
親
が
胞
衣
を
埋
め
、
祈
願
を
す
ま
せ
「
上
ん
、
下
ん
、
笑
い
ん
そ
う
り
、
よ
う
い
」
（
上
座
に
居
る
者
も
下
座
に
居
る
者

も
皆
笑
っ
て
下
さ
い
よ
）
と
叫
ぶ
と
居
合
せ
た
人
全
員
が
大
声
で
一
斉
に
笑
う
。
一
般
に
は
近
所
の
子
供
を
集
め
て
笑
わ
せ
る
が
、
読

谷
村
の
場
合
、
父
親
が
「
ワ
ッ
タ
ー
○
○
、
ワ
ラ
ヤ
ー
ナ
シ
ン
ソ
ー
リ
ョ
ー
」
（
私
の
子
供
の
○
○
を
愛
嬢
の
あ
る
子
に
し
て
下
さ
い
）

と
い
っ
て
子
供
た
ち
を
笑
わ
せ
た
。
大
宜
味
村
喜
如
嘉
の
場
合
は
少
し
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
生
児
の
父
親
か
祖
父
が
集
め
ら
れ

た
近
所
の
子
供
た
ち
の
見
守
る
中
で
胞
衣
を
埋
め
る
が
、
作
業
を
終
え
る
頃
、
穴
を
掘
っ
た
鍬
の
柄
で
壁
を
叩
く
。
す
る
と
家
の
中
に

い
る
人
は
そ
の
音
を
聞
き
、
「
ヌ
ー
ガ
ハ
マ
ヌ
フ
シ
ヤ
「
ガ
ッ
サ
イ
ピ
ッ
サ
イ
」
ス
ル
」
（
ど
う
し
て
竃
の
後
の
方
で
は
ガ
サ
ガ

サ
と
音
が
す
る
の
か
〉
と
言
い
、
外
で
穴
を
掘
っ
て
胞
衣
を
埋
め
て
い
た
人
は
生
児
の
性
と
逆
の
、
例
え
ば
女
子
で
あ
れ
ば
「
ウ
ヌ
ヤ
ー

ン
ヵ
ィ
ゥ
フ
ィ
キ
ガ
ヌ
マ
ー
リ
タ
ン
ド
ー
」
（
こ
の
家
で
大
き
な
男
の
子
が
生
れ
ま
し
た
）
と
答
え
、
子
供
た
ち
と
と
も
に
大
声

（
型
）

で
笑
う
。
生
れ
た
子
と
正
反
対
の
性
を
言
う
の
は
、
生
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
を
さ
ら
っ
て
た
べ
る
と
い
う
鬼
や
耳
切
り
坊
主
を
混
乱
さ

せ
る
た
め
だ
そ
う
で
あ
る
。
喜
如
嘉
の
場
合
の
会
話
は
胞
衣
を
埋
め
る
行
為
そ
の
も
の
の
意
味
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
「
胞
衣
笑
ど
の
儀
礼
に
は
、
生
児
が
大
き
く
な
っ
て
「
チ
ラ
プ
ッ
カ
ー
」
（
ふ
く
れ
っ
面
）
に
な
ら
ず
、
よ
く
笑
う
愛
嬢

の
あ
る
子
供
に
成
長
す
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
は
変
わ
り
は
な
い
。
但
し
こ
の
習
俗
は
久
高
島
や
宮

古
・
八
重
山
地
方
に
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
胞
衣
笑
い
」
の
習
俗
は
ヤ
ク
ー
ト
族
や
シ
ャ
ン
族
の
間
で
も
見
ら
れ
る
と
い
う
が
、
日
本
で
は
沖
縄
の
他
に
は
滋

賀
県
大
津
市
に
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
か
つ
て
は
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
故
実
家
伊
勢
貞
丈
が
一
七
六
三

年
か
ら
一
七
八
四
年
の
間
に
記
し
た
「
貞
丈
雑
記
」
巻
之
一
（
祝
儀
之
部
）
に
、
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と
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
「
産
所
記
」
と
は
、
伊
勢
貞
陸
の
「
産
所
之
記
』
（
室
町
時
代
末
期
頃
の
成
立
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ち

な
み
に
伊
勢
氏
は
足
利
幕
府
に
代
々
仕
え
た
有
力
な
故
実
家
で
あ
る
が
、
そ
の
「
産
所
之
記
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。

ゑ
な
（
胞
衣
）
を
お
さ
（
納
）
む
る
時
は
、
引
目
射
た
る
人
に
お
ん
や
う
じ
の
か
み
（
陰
陽
師
頭
）
を
そ
へ
、
二
人
つ
き
て
、
よ

き
（
吉
）
方
に
お
さ
（
納
）
め
申
侯
。
帰
り
ざ
ま
に
ど
っ
と
わ
ら
ひ
て
帰
る
事
也
。

ま
た
「
殿
中
日
々
記
」
と
は
恐
ら
く
「
大
江
俊
迪
記
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

天
保
三
年
八
月
十
三
日
丁
亥
、
戌
刻
週
、
為
子
安
産
、
女
子
出
生
。
十
五
日
己
丑
、
今
日
午
後
、
ゑ
な
納
メ
さ
せ
侯
。
世
俗
之
習

一
一
ま
か
せ
、
当
年
ゑ
ほ
う
亥
子
方
二
納
候
。
尤
産
所
よ
り
方
角
定
〆
、
玄
関
前
敷
砂
之
向
ふ
深
さ
弐
尺
余
り
堀
、
ゑ
な
壷
ヲ
椋
縄

二
十
文
字
ニ
ク
、
リ
、
件
ノ
穴
ノ
底
江
納
〆
、
其
上
二
大
成
白
川
石
ヲ
置
・
其
上
江
土
ヲ
、
上
ハ
地
面
平
等
一
一
い
た
し
置
・
納
メ

了
耐
世
俗
ノ
習
二
ま
か
せ
、
わ
ら
ひ
候
様
申
付
置
。
後
世
此
処
ヲ
掘
か
え
す
べ
か
ら
ず
。
今
度
出
生
之
小
児
存
命
中
、
若
其
処
ヲ

堀
返
せ
ば
、
必
其
身
二
害
あ
る
よ
し
。
世
俗
ノ
申
な
ら
わ
し
に
候
・

こ
の
よ
う
な
胞
衣
埋
納
時
に
笑
う
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
先
学
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
き

た
。
す
な
わ
ち
、
胞
衣
埋
納
を
幼
児
葬
法
の
拡
大
解
釈
と
見
な
す
井
之
口
章
次
氏
は
こ
れ
を
一
種
の
鎮
魂
呪
術
と
解
し
て
い
魂
。
ま
た

新
谷
尚
紀
氏
は
、
笑
い
と
い
う
行
為
が
そ
の
対
象
物
の
も
つ
奇
妙
な
影
響
力
を
減
殺
し
て
し
ま
う
力
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
も

（
劃
》

胞
衣
の
も
つ
呪
的
な
力
を
消
去
さ
せ
よ
う
と
す
る
呪
法
で
あ
る
と
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
飯
島
吉
晴
氏
は
、
笑
い

が
「
古
き
死
す
べ
き
も
の
を
異
界
へ
追
い
や
り
、
新
し
き
生
成
す
べ
き
も
の
を
出
現
さ
せ
る
と
い
う
転
換
の
機
能
」
を
果
た
し
て
い
た

胞
衣
を
納
め
て
帰
る
時
、
其
役
人
笑
ひ
て
帰
る
事
、
産
所
記
・
殿
中
日
々
記
等
に
見
た
り
。
公
家
に
も
此
事
有
。
天
子
の
御
胞
衣

は
稲
荷
山
・
賀
茂
山
・
吉
田
山
、
此
三
所
へ
納
ろ
也
。
人
の
ふ
ま
ぬ
所
に
納
め
て
三
声
笑
て
立
帰
る
よ
し
、
公
家
の
有
識
の
人
申

た
り
き
・
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３
胞
衣
処
理
に
関
す
る
知
識
の
伝
播

沖
縄
県
内
の
資
料
に
見
え
る
胞
衣
の
処
理
に
関
す
る
記
述
は
従
来
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
先
に
「
四
本
堂
家
礼
」
や
「
嘉
徳

堂
規
模
帳
』
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、
管
見
の
限
り
こ
の
他
に
、
石
垣
市
の
「
新
本
家
文
書
」
（
八
重
山
博
物
館
所
蔵
）
と
久
米
島
の

「
吉
浜
家
文
書
」
（
吉
浜
龍
夫
氏
所
蔵
）
の
中
に
見
え
る
。
ま
ず
「
新
本
家
文
書
」
か
ら
見
て
い
く
と
、
そ
れ
は
「
日
和
見
合
書
」
の
裏

に
吉
凶
・
占
い
・
ま
じ
な
い
・
民
間
医
療
等
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
、
表
題
も
奥
付
け
も
な
い
冊
子
の
中
に
見
え
る
。

と
し
、
胞
衣
笑
い
に
よ
っ
て
、
生
児
を
異
界
か
ら
分
離
き
せ
て
こ
の
世
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
胞
衣
を
異
界
に
戻
し

（
鐘
）

て
再
生
を
祈
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

井
之
口
氏
の
場
合
、
笑
う
と
い
う
行
為
と
鎮
魂
と
の
関
係
、
新
谷
氏
の
場
合
は
「
胞
衣
の
も
つ
呪
的
な
力
」
を
消
去
さ
せ
る
こ
と
の

説
明
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
両
説
の
根
拠
が
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
の
に
対
し
て
、
飯
島
氏
の
場
合
、
笑
い
の
転
換
機
能
・
笑
い

の
開
放
機
能
・
笑
い
の
禁
止
・
笑
い
と
届
の
四
つ
の
側
面
を
統
合
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
一
言
で
い
う
な
ら
ば
「
笑
い
の
両
義
性
」
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
る
笑
い
の
機
能
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
し
た
上
で
立
論
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
儀
礼
的
な
「
胞
衣
笑
と
の
意
味

の
説
明
と
し
て
は
説
得
力
が
あ
る
。

に
吉
凶
・
占
い
・
ま
じ
な
い

胞
衣
納
む
る
方
角
の
事

子
の
年
ハ
午
丑
（
巳
午
力
）

丑
の
年
ハ
午
未
、
子
丑
の
間

寅
の
年
ハ
申
酉
、
寅
卯
の
間

卯
の
年
ハ
酉
戌
、
卯
辰
の
間

の
間
、
亥
子
の
間
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
出
産
し
た
年
の
十
二
支
に
よ
っ
て
埋
め
る
方
角
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
胞
衣
を
埋
納
す
る
こ
と
は
生
児
の

一
生
に
関
わ
る
大
事
な
こ
と
だ
か
ら
、
よ
く
方
角
を
吟
味
し
て
慎
重
に
埋
め
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
但
し
、
四
季
の
土
用
の
間

は
胞
衣
埋
納
を
行
な
わ
ず
、
土
用
が
過
ぎ
て
か
ら
そ
の
年
の
大
吉
方
に
埋
め
る
こ
と
、
も
し
も
勝
手
が
悪
い
場
合
は
、
産
室
の
床
板
を

外
し
て
、
そ
の
地
面
を
深
く
掘
っ
て
埋
め
れ
ば
障
り
が
な
い
と
あ
る
。

土
用
の
期
間
中
は
胞
衣
を
埋
め
な
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
産
室
の
床
下
に
埋
め
る
と
い
う
こ
と
は
沖
縄
の
習
俗
に
は
な
い
。
恐
ら

く
本
土
の
知
識
と
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
こ
と
は
、
主
に
三
世
相
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
吉
浜
家
文
書
」
で
あ
る
が
、
表
題
の
な
い
吉
凶
・
占
い
等
を
記
し
た
冊
子
の
中
に
次
の
よ
う
に
「
胞
衣
埋
蔵
」
記
事
が
見
え
る
。

ら
ず
。
土
用
過
｝

ぱ
さ
ハ
リ
な
し
。

亥
年
ハ
巳
午
、
亥
子
の
間

右
ハ
胞
衣
を
納
む
る
所
な
り
。
是
人
間
一
生
の
大
事
な
る
物
。
犬
に
吟
味
有
べ
き
事
也
。
但
し
四
季
土
用
の
間
ハ
え
な
納
む
ぺ
か

ら
ず
。
土
用
過
て
其
年
の
大
吉
方
二
納
ぺ
し
。
若
勝
手
あ
し
く
時
ハ
産
宝
の
床
板
を
は
づ
し
深
く
ほ
り
て
納
む
く
し
。
か
く
す
れ

辰
の
年
ハ
酉
戌
、
卯
辰
の
間

巳
の
年
ハ
亥
子
、
巳
午
の
間

午
の
年
ハ
亥
子
、
巳
午
の
間

未
の
年
ハ
子
丑
、
午
羊
の
間

申
の
年
ハ
寅
卯
、
申
酉
の
間

酉
年
ハ
卯
辰
、
酉
戌
の
間

戌
年
ハ
卯
辰
、
酉
戌
の
間
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胞
衣
は
各
人
生
涯
貧
富
寿
夫
ノ
係
ル
モ
ノ
故
、
凶
殺
ヲ
避
ヶ
埋
納
ス
可
シ
・
日
歳
月
天
道
、
歳
月
月
徳
、
歳
月
天
月
二
徳
合
、
天

月
二
徳
、
吊
宮
・
還
宮
等
ノ
吉
神
送
リ
シ
上
、
児
子
ノ
本
命
星
ヲ
生
ス
ル
方
位
ヲ
撰
ミ
埋
ク
可
シ
。
本
命
的
殺
・
五
黄
殺
・
暗
剣

殺
・
歳
破
・
月
破
等
ノ
方
位
ハ
大
凶
ナ
リ
。
地
質
ハ
乾
燥
二
過
ギ
ズ
湿
気
二
過
ギ
ズ
清
浄
ノ
土
地
ヲ
撰
ミ
、
乾
湿
中
ヲ
取
り
、
深

サ
ー
尺
五
寸
ヨ
リ
三
尺
迄
ノ
間
ヲ
吉
ト
ス
。
湿
地
二
過
ギ
レ
バ
瘡
毒
ヲ
生
ジ
、
乾
燥
二
過
ギ
レ
バ
盲
唖
ト
ナ
ル
。
可
し
慎
也
。

高
島
易
断
所
本
部
編
集
の
「
神
宮
寳
暦
』
に
よ
れ
ば
、
歳
徳
神
・
太
歳
神
・
歳
禄
神
と
い
っ
た
主
吉
神
と
、
そ
れ
ら
よ
り
格
が
一
段

落
ち
る
天
道
・
天
徳
・
月
徳
・
人
道
・
天
徳
合
・
月
徳
合
と
い
う
吉
神
が
あ
り
、
こ
う
し
た
吉
神
の
所
在
す
る
方
位
が
吉
方
と
さ
れ
る
。

｜
方
、
太
歳
神
・
大
将
軍
・
太
陰
神
・
歳
刑
神
・
歳
破
神
・
歳
殺
神
・
黄
蟠
神
・
豹
尾
神
の
八
将
神
と
金
神
等
の
凶
神
の
所
在
す
る

凶
方
を
神
殺
と
い
い
、
そ
の
他
に
方
殺
と
し
て
本
命
殺
・
的
殺
（
本
命
的
殺
）
・
五
黄
殺
・
暗
剣
殺
・
歳
破
・
月
破
の
六
大
凶
殺
等
が

あ
る
。
久
米
島
に
伝
わ
る
上
記
の
資
料
で
は
、
胞
衣
の
埋
納
も
こ
う
し
た
吉
方
を
選
ん
で
行
な
い
、
凶
方
を
避
け
る
こ
と
、
ま
た
乾
燥

せ
ず
湿
気
も
な
い
清
浄
な
適
地
に
一
尺
五
寸
か
ら
三
尺
の
間
の
穴
を
掘
っ
て
埋
め
る
。
も
し
埋
め
た
場
所
が
乾
燥
地
で
あ
れ
ば
生
児
は

瘡
毒
に
か
か
り
、
湿
地
で
あ
れ
ば
盲
唖
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

方
位
を
選
ん
で
胞
衣
を
埋
め
る
こ
と
は
、
中
国
の
書
の
「
崔
行
功
小
児
方
」
に
「
凡
胎
衣
、
宜
レ
蔵
二
干
天
徳
月
徳
吉
方
一
、
深
埋

堅
築
、
令
二
児
長
寿
一
」
と
見
え
る
が
（
「
倭
訓
栞
』
）
、
日
本
に
お
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
成
立
し
た
百
科

全
書
「
拾
芥
抄
」
に
見
え
、
さ
ら
に
は
平
安
時
代
中
期
に
撰
述
さ
れ
た
「
医
心
方
」
ま
で
遡
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
知
識
が
沖
縄

に
も
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

４
胞
衣
が
下
り
な
い
時
の
民
間
療
法
と
ま
じ
な
い

胞
衣
は
普
通
胎
児
を
晩
出
し
た
後
に
自
然
に
排
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
な
か
な
か
排
出
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
現
代
の
医
療
で
は
、
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（
釘
）

次
に
何
種
類
か
の
呪
符
ｊ
Ｄ
沖
縄
の
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
佐
喜
真
興
英
が
一
九
一
九
年
（
大
正
八
）
に
収
集
し
た
ま
じ
な
い
資
料

の
中
に
、
「
女
人
、
イ
ヤ
（
子
衣
）
か
か
る
時
用
い
る
符
」
と
し
て
、
次
の
符
を
呑
ま
す
と
よ
い
と
あ
る
。
同
じ
も
の
は
「
吉
浜
家
文

書
」
の
中
に
も
見
え
る
。

今
の
と
こ
ろ
説
明
し
難
い
。

八
重
山
博
物
館
所
蔵
の
「
人
参
三
七
切
能
」
（
道
光
三
十
年
〈
一
八
五
○
〉
）
に
は
、
胞
衣
が
下
り
な
い
時
は
、
種
子
の
固
い
実
を

摺
っ
て
、
左
右
の
足
裏
の
真
ん
中
に
塗
れ
ば
下
り
る
と
あ
る
。
ま
た
「
養
生
の
書
」
に
は
、
天
南
星
を
粉
に
し
そ
れ
を
飯
に
混
ぜ
て
産

婦
の
足
の
裏
に
押
し
付
け
る
と
立
ち
所
に
下
り
る
と
あ
る
。

（
調
）

こ
の
よ
う
な
民
間
療
法
の
他
に
呪
法
も
あ
る
。
初
め
に
竹
富
島
に
伝
わ
る
珍
し
い
「
後
産
の
呪
文
」
を
紹
介
し
よ
う
。

剥
離
し
て
産
道
内
に
下
降
し
な
が
ら
外
に
排
出
さ
れ
な
い
場
合
は
胎
盤
圧
出
法
が
施
さ
れ
、
胎
盤
剥
離
の
兆
候
す
ら
見
え
な
い
場
合
は

異
常
で
あ
る
と
し
て
、
人
口
剥
離
法
が
施
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
医
学
の
未
発
達
な
前
近
代
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
処
置
が
な
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

折
待
ち
な
節
待
ち
な

こ
の
呪
文
を
唱
え
る
と
胞
衣
が
早
く
下
り
る
と
い
う
が
、
こ
の
稲
作
に
関
す
る
歌
が
ど
う
い
う
わ
け
で
後
産
の
呪
文
と
な
る
の
か
、

ぷ
い
の
う

ム
タ
凸
｝

折
稔
た
ん
節
稔
た
ん

さ
き
だ
ぬ
は
１
や
す
ぐ
い
槌

み
ど
う
ゆ
り
作
れ
る
稲
や

ふ
う

共
ご
き
だ
ぬ
大
じ
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こ
の
呪
符
は
「
邪
兇
呪
禁
法

字
が
五
字
三
行
と
な
っ
て
い
る

外
の
も
の
を
掲
載
し
て
お
こ
う
。

ま
た
宮
古
の
多
良
間
島
か
ら
発
見
き
れ
た
「
玉
黄
記
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
呪
符
が
見
え
る
。

（
葵
）

士
←
た
「
玉
黄
記
」
お
よ
び
与
那
国
の
「
西
銘
家
文
書
」
に
は
次
の
よ
う
な
呪
符
が
見
え
る
。

こ
う
し
た
胞
衣
が
下
り
な
い
時
の
呪
符
は
本
土
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
存
在
し
た
。
参
考
ま
で
に
管
見
に
入
っ
た
上
掲
の
呪
符
以

同
々

ロ急

●

ラヨ[＿

ﾗﾋﾞ
子子子
子子子
子子子
子子子

「
邪
兇
呪
禁
法
則
」
や
「
新
修
ま
じ
な
い
秘
法
大
全
集
」
に
も
見
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
に
は
、
子
の

鳴
急

4０



②
富
士
川
瀞
「
信
仰
と
迷
信
」
（
磯
部
甲
陽
堂
、
一
九
二
八
年
〈
昭
和
三
〉
）

産
後
に
胞
衣
の
出
で
ざ
る
を
治
す
る
符

（
麺
）

①
「
瞥
略
抄
」

④
「
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成
」

右
の
四
字
を
朱
砂
に
て
書
き
て
内
服
せ
し
め
る
。

③
棟
田
彰
城
「
新
修
ま
じ
な
い
秘
法
大
全
集
」
（
修
学
社
、
一
九
八
九
年
〈
平
成
元
〉
）

鶏
鬼
隠
急
如
律
令

こ
の
符
を
記
し
て
所
持
し
、
鶏
の
と
さ
か
の
血
を
少
し
産
婦
に
飲
ま
せ
て
も
よ
い
。

産
経
云

ロ
｜
曰
扉

己
一
声 闘
鬮

胞
衣
不
出
時
呑

之
。
立
下
。
大
吉

』
三
一

4１
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い則
るＬ－
．し

５
胞
衣
埋
納
に
関
す
る
法
令

近
代
に
入
る
と
、
胞
衣
を
単
な
る
汚
穣
物
と
見
な
す
明
治
政
府
の
衛
生
政
策
を
受
け
て
、
各
都
府
県
で
は
「
胞
衣
及
産
機
物
取
締
規

」
と
法
令
を
次
々
制
定
・
施
行
し
て
い
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
木
下
忠
氏
に
よ
っ
て
現
在
次
の
都
府
県
の
も
の
が
確
認
さ
れ
て

福
島
県
…
「
胞
衣
及
産
穣
物
取
扱
方
」
（
県
令
第
三
十
一
号
、
明
治
二
十
七
年
三
月
）

栃
木
県
…
「
胞
衣
及
産
穣
物
取
締
規
則
」
（
県
令
第
四
十
二
号
、
明
治
三
十
七
年
五
月
）

東
京
都
…
「
胞
衣
及
産
穣
物
取
扱
方
」
（
警
察
令
第
三
号
、
明
治
二
十
四
年
三
月
）

「
胞
衣
及
産
穣
物
取
扱
方
」
（
蕃
視
庁
令
第
六
号
、
明
治
三
十
年
二
月
）

富
山
県
…
「
胞
衣
及
産
汚
物
取
締
規
則
」
（
県
令
第
十
八
号
、
大
正
元
年
十
二
月
）

石
川
県
…
（
訓
令
第
十
一
号
、
明
治
二
十
年
一
月
）

福
井
県
…
〈
県
令
第
百
三
十
四
号
お
よ
び
論
告
第
六
号
、
明
治
二
十
一
年
十
一
月
）

山
梨
県
…
「
胞
衣
及
産
汚
物
取
締
規
則
」
（
県
令
第
十
九
号
、
明
治
二
十
九
年
五
月
）

長
野
県
…
「
胞
衣
埋
場
取
締
規
則
」
（
県
令
第
百
三
十
二
号
、
明
治
二
十
年
十
二
月
）

岐
阜
県
…
（
県
令
第
三
十
八
号
、
明
治
三
十
二
年
六
月
）

愛
知
県
…
「
胞
衣
及
産
時
不
潔
物
焼
却
或
ハ
埋
却
方
」
〈
県
諭
達
、
明
治
二
十
年
四
月
）

天
下
日

天
下
日
鬼
鳴
急
如
律
令

天
下
日
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植
え
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

罰
す
る
こ
と
等
を
定
め
て
い
る
。

京
都
府
…
「
胞
衣
及
出
産
汚
穣
物
投
棄
禁
止
ノ
件
」
（
府
告
諭
第
二
号
、
明
治
二
十
年
三
月
〉

大
阪
府
…
（
府
甲
第
百
四
号
、
明
治
十
九
年
七
月
）

「
胞
衣
汚
物
取
締
規
則
」
（
府
令
第
八
三
号
、
明
治
三
十
二
年
九
月
）

奈
良
県
…
「
清
潔
法
施
行
規
則
」
（
県
令
第
四
十
三
号
、
明
治
二
十
八
年
七
月
）

広
島
県
…
「
胞
衣
産
時
ノ
汚
穣
物
埋
没
投
棄
禁
止
」
（
県
甲
第
二
十
三
号
、
明
治
三
十
一
年
）

山
口
県
…
（
県
訓
令
第
二
十
九
号
達
、
明
治
二
十
年
七
月
）

こ
の
中
か
ら
、
京
都
府
の
例
を
掲
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

従
来
出
産
ノ
節
胞
衣
ヲ
邸
内
或
ハ
床
下
二
埋
蔵
シ
汚
穣
物
ハ
河
溝
或
ハ
山
野
二
投
棄
ス
ル
ノ
習
慣

有
之
。
衛
生
上
極
メ
テ
有
害
二
付
、
自
今
其
無
害
ノ
地
ヲ
撰
定
シ
焼
却
若
ク
ハ
埋
却
侯
様
致
ス
ヘ
シ
。

都
府
県
に
よ
っ
て
若
干
差
は
あ
る
が
、
宅
地
内
、
井
戸
の
近
く
、
道
路
、
河
川
に
埋
蔵
な
い
し
は
投
棄
す
る
こ
と
の
禁
止
、
埋
め
る

場
合
で
も
穴
の
深
ざ
を
三
尺
以
上
と
す
る
こ
と
、
墓
地
・
火
葬
場
ま
た
は
人
家
隔
絶
の
地
で
焼
却
す
る
こ
と
と
し
、
違
反
し
た
者
は
処

こ
の
こ
と
を
沖
縄
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
廃
藩
置
県
後
の
明
治
三
十
三
年
三
月
に
奈
良
県
と
同
じ
名
称
の
清
潔
法
（
県
令
第
十
号
）

が
伝
染
病
予
防
を
目
的
と
し
て
施
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
そ
の
中
の
第
三
条
第
一
項
に
「
道
路
及
邸
宅
内
ハ
常
ビ
清
潔
一
一

シ
毎
期
必
ラ
ズ
掃
除
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」
と
あ
る
が
、
特
に
胞
衣
を
道
路
及
邸
宅
内
に
埋
め
る
こ
と
を
禁
じ
た
文
言
は
見
え
な
い
。
ま
た

「
胞
衣
及
産
穣
物
取
締
規
則
」
の
よ
う
な
も
の
が
発
令
さ
れ
た
形
跡
も
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
明
治
政
府
の
衛
生
思
想
は

こ
の
よ
う
に
明
治
政
府
の
衛
生
政
策
を
受
け
法
的
規
制
が
加
え
ら
れ
る
中
で
、
人
々
の
間
に
胞
衣
を
汚
物
と
見
な
す
観
念
が
次
第
に

4３



四
十
代
後
半
以
上
の
人
の
中
に
は
、
子
供
心
に
胞
衣
処
理
に
つ
い
て
の
記
憶
を
持
っ
て
い
る
人
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
世
代
の

中
に
は
自
分
を
と
り
げ
た
産
婆
さ
ん
も
健
在
で
、
話
を
聞
く
こ
と
も
可
能
な
人
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
沖
縄
で
は
戦
後

の
し
ば
ら
く
の
時
期
ま
で
胞
衣
を
自
宅
で
処
理
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
半
世
紀
の
間
に
自
宅
分
娩
か
ら
施
設
分
娩
へ
切
り
換
え

ら
れ
、
妊
娠
・
出
産
は
医
療
の
対
象
と
な
り
、
胞
衣
に
関
す
る
習
俗
も
急
速
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
現
在
で
も
、
ま
れ
に
家
族

の
者
が
胎
盤
を
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
持
ち
帰
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
か
ら
、
習
俗
が
完
全
に
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

へ
そ
の
緒
が
今
で
も
長
い
間
大
切
に
保
存
さ
れ
る
の
に
比
べ
る
と
胞
衣
の
場
合
は
き
わ
め
て
対
照
的
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

現
在
、
胞
衣
は
特
別
に
認
可
さ
れ
た
衛
生
業
者
に
引
き
取
ら
れ
、
公
営
の
火
葬
場
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
焼
却
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
渡
辺
友
左
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
胞
衣
は
、
見
ず
知
ら
ず
の
業
者
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
所
で
、
自
分
た

ち
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
方
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
趣
が
、
こ
の
こ
と
は
、
妊
婦
は
も
と
よ
り
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
人
々
の
関
心
は
希
薄
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
胞
衣
の
利
用
価
値
は
高
く
、
例
え
ば
、
羊
膜
か
ら
ガ
ン
の
抑
制
物
質
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
の
生
産
が
可
能
と
な
っ
趣
。
ま
た
側

聞
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
胞
衣
を
患
部
に
あ
て
て
お
く
と
傷
も
残
ら
ず
治
り
が
早
い
と
い
う
の
で
、
重
度
の
火
傷
の
際
に
一
時
的
に
利
用

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
し
、
化
粧
品
の
原
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。

た
だ
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
こ
れ
を
薬
用
と
し
て
臨
床
応
用
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
場
合
は
そ
こ
ま
で
い
っ
て
い
な
い
。

少
な
か
ら
ず
沖
縄
社
会
に
も
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
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注

（
１
）
Ｊ
・
Ｇ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
箸
・
永
橋
卓
介
訳
「
金
枝
篇
（
二
」
岩
波
文
庫
、
一
九
六
六
年

（
２
）
○
・
の
．
○
百
ｑ
の
｝
□
】
⑫
己
○
ｍ
ｍ
］
。
｛
出
口
日
ロ
ロ
四
ｍ
ｇ
ロ
冨
自
○
口
目
、
］
○
門
吾
の
ご
曰
く
の
『
巴
ご
○
閂
国
○
日
ｇ
］
－
ご
○
」
・
］
】
己
己
』
～
３
．

（
３
）
高
山
純
「
周
辺
地
域
の
産
屋
・
竹
ベ
ラ
・
胎
盤
の
処
置
方
法
」
（
「
季
刊
ど
る
め
ん
』
三
）

（
４
）
松
岡
悦
子
「
出
産
の
文
化
人
類
学
」
海
鳴
社
、
’
九
九
一
年

（
５
）
エ
ル
マ
ン
．
Ｒ
・
サ
ー
ビ
ス
箸
。
増
田
義
郎
監
修
「
民
族
の
世
界
」
講
談
社
、
’
九
七
一
年

（
６
）
ベ
ル
ナ
ッ
イ
ー
ク
箸
・
大
林
太
良
訳
『
黄
色
い
葉
の
精
霊
」
平
凡
社
、
一
九
六
八
年

ち
な
み
に
一
九
八
一
年
に
は
、
健
康
食
品
会
社
「
日
生
物
産
」
が
人
間
の
胎
盤
を
助
産
施
設
か
ら
買
い
集
め
、
こ
れ
を
粉
末
に
し
た

「
胚
胞
素
」
と
ク
ロ
レ
ラ
を
主
成
分
に
し
た
健
康
食
品
を
製
造
、
こ
れ
を
「
サ
ン
ロ
ー
ド
」
と
い
う
出
版
社
が
「
高
血
圧
、
胃
か
い
よ

う
な
ど
に
よ
く
効
い
た
」
と
い
う
体
験
談
を
同
社
が
発
行
す
る
雑
誌
に
掲
載
し
、
こ
の
体
験
集
を
小
冊
子
に
し
て
商
品
に
添
付
し
販
売

｛
姥
）

し
て
い
た
と
し
て
、
メ
ー
カ
ー
と
出
版
社
の
社
長
が
薬
事
法
違
反
で
書
類
送
検
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
翌
一
九
八
一
一
年
に
は
、
血
液
製
剤

の
「
ミ
ド
リ
十
字
」
が
人
間
の
胎
盤
を
業
者
か
ら
買
い
取
り
、
結
漿
を
採
取
、
は
し
か
や
肝
炎
の
予
防
に
用
い
る
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
や

低
た
ん
ぱ
く
血
症
な
ど
の
治
療
に
用
い
る
ア
ル
ブ
ミ
ン
を
製
造
、
ま
た
目
黒
研
究
所
等
の
製
薬
会
社
四
社
が
、
胎
盤
の
エ
キ
ス
を
抽
出

し
、
こ
れ
を
原
料
と
し
て
胃
か
い
よ
う
の
治
療
薬
や
強
壮
剤
を
製
造
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
蕊
。
こ
の
よ
う
に
、
胎
盤
を

医
薬
品
の
原
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
今
の
日
本
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
そ
う
し
た
胎
盤
の
有
効
利
用
が
唱
え
ら
れ
る

時
期
が
来
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
胞
衣
を
め
ぐ
る
習
俗
や
俗
信
は
ま
す
ま
す
遠
い
過
去
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。
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（
皿
）
新
谷
尚
紀
「
死
と
人
生
の
民
俗
学
」
曜
曜
社
出
版
、
一
九
九
五
年

（
ｕ
）
井
之
口
章
次
「
誕
生
と
育
児
」
（
「
日
本
民
俗
学
体
系
』
４
、
平
凡
社
、
一
九
五
九
年
）

（
辺
矢
野
敬
一
「
誕
生
と
胞
衣
」
ｓ
列
島
の
文
化
史
」
４
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）

（
焔
）
木
下
忠
「
え
な
お
さ
む
る
所
」
ｓ
埋
甕
」
所
収
）

（
灯
）
木
下
忠
「
胞
衣
埋
め
場
と
胞
衣
塚
に
つ
い
て
」
ｓ
埋
甕
」
所
収
）

（
咽
）
横
井
清
「
的
と
胞
衣
」
（
「
社
会
史
研
究
」
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
、
一
九
八
三
年
、
後
に
『
的
と
胞
衣
」
所
収
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）

（
四
）
水
野
正
好
「
想
蒼
簸
記
壱
叢
」
（
「
奈
良
大
学
紀
要
」
一
三
）
、
同
「
奈
良
の
都
と
ま
じ
な
ひ
と
」
（
「
近
畿
事
務
長
会
』
〈
近
畿
公
立
高
等
学

（
釦
）
「
日
本
の
美
術
６
ま
じ
な
い
の
世
界
Ⅱ
（
歴
史
時
代
匡
至
文
堂
、
一
九
九
五
年

（
、
）
水
野
正
好
「
道
教
と
ま
じ
な
ひ
－
東
ア
ジ
ア
・
日
本
に
お
け
る
交
流
」
（
「
文
化
財
学
報
』
八
）
、
同
「
借
地
文
の
世
界
に
－
中
国
産
育
慣
行
の

受
容
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
「
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
」
四
五
）
。
も
っ
と
も
氏
自
身
は
「
産
育
の
考
古
学
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

（
四
）
水
野
正
好
「
想
蒼
唾

校
事
務
長
会
〉
二
八
）

〈
、
）
井
之
口
章
次
「
胞
衣
（

（
⑫
）
高
山
注
（
３
）
論
文
。

（
７
）
関
雄
二
「
え
な
」
「
日
本
大
百
科
全
書
」

（
８
）
中
山
太
郎
編
「
校
注
諸
国
風
俗
間
状
答
』
東
洋
堂
、
昭
和
十
七
年

（
９
）
渡
辺
誠
「
縄
文
時
代
に
お
け
る
埋
尭
風
習
」
ｓ
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
四
○
）

（
、
）
木
下
忠
「
戸
口
に
胎
盤
を
埋
め
る
呪
術
」
（
「
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
二
、
後
に
「
埋
翌
－
古
代
の
産
育
習
俗
」
所
収
、
雄
山
闇
、
一
九
八
一

年
）
、
同
「
胞
衣
（
胎
盤
）
を
踏
む
呪
術
」
ｓ
民
俗
学
の
視
座
」
伊
勢
民
俗
学
会
、
一
九
九
五
年
）

〈
、
）
井
之
口
章
次
「
胞
衣
の
始
末
」
含
西
郊
文
化
』
五
四
）
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海
鳴
社
、
一
九
八
五
年

（
調
）
上
勢
頭
亨
「
竹
富
島

（
釘
）
佐
喜
真
輿
英
「
琉
球

（
弱
）
飯
島
吉
晴
「
昔
話
に
お
け
る
『
笑
い
」
の
機
能
」
（
「
民
俗
学
評
論
」
二
二
）
、
同
「
笑
い
と
異
装
」
第
三
章
「
民
俗
に
お
け
る
儀
礼
的
な
笑
い
」
、

３４３３３２３１３０２９

新井平喜宮島
谷之良舎城袋
前ロ豊場文源

麗關墜鶴ｽミ
（
記
）
「
沖
縄
研
究
資
料
』
第
一
集
、
沖
縄
人
連
盟
総
本
部
、
一
九
三
八
年

（
”
）
沖
縄
県
立
博
物
館
所
蔵
。
な
お
、
影
印
本
が
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
十
六
）
に
沖
縄
県
教
育
委
員
会
か
ら
刊
行
き
れ
て
い
る
。

（
躯
）
池
宮
順
昌
氏
所
蔵
「
嘉
徳
堂
規
模
帳
』
（
沖
縄
研
究
資
料
７
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
）

（
羽
）
島
袋
源
七
「
民
俗
学
上
よ
り
観
た
る
沖
縄
」
ｓ
沖
縄
研
究
資
料
』
第
一
集
、
注
記
）

（
辺
宮
城
文
「
八
重
山
生
活
誌
」
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
、
一
九
七
二
年
）

（
皿
）
喜
舎
場
永
均
「
八
重
山
群
島
に
お
け
る
妊
娠
、
出
産
、
育
児
に
関
す
る
民
俗
」
ｓ
八
重
山
民
俗
誌
」
上
巻
所
収
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
、
一
九
七
七
年
）

（
型
平
良
豊
勝
「
轡
如
嘉
の
民
俗
』
（
私
家
版
、
一
九
七
○
年
）

（
調
）
井
之
ロ
前
掲
注
（
ｕ
）
論
文

（
空
中
山
医
学
院
編
「
漢
薬
（

靖
夫
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（
記
）
「
沖
縄
研
究
資
料
』
第
一

（
”
）
沖
縄
県
立
博
物
館
所
蔵
。

（
犯
）
松
岡
利
夫
「
人
生
儀
礼
」
（
和
歌
森
太
郎
編
「
美
作
の
民
俗
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）

（
翌
渡
辺
友
左
「
胞
衣
と
ア
ラ
イ
ゴ
」
（
「
日
本
語
と
性
」
南
雲
堂
、
一
九
八
二
年
）

（
翌
根
岸
謙
之
助
「
医
療
民
俗
学
論
』
雄
山
闇
、
一
九
九
一
年

（
妬
）
中
山
医
学
院
編
「
漢
薬
の
臨
床
応
用
」
〈
医
歯
薬
出
版
株
式
会
社
、
一
九
七
九
年
）
。
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
は
ハ
ー
ト
ラ
イ
フ
病
院
院
長
の
仲
原

上
勢
頭
亨
「
竹
富
島
誌
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
六
年

佐
喜
真
輿
英
「
琉
球
研
究
』
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
紙
焼
き
複
製
本
、
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）

〆■へ

１３
、－夛

著
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（
色
『
朝
日
新
聞
』

（
⑫
）
「
朝
日
新
聞
』

（
“
）
渡
辺
注
（
瀦
）
論
文

（
鍋
）
西
銘
行
雄
氏
所
蔵

（
“
）
『
毎
日
新
聞
』

（
鋼
）
「
続
群
瞥
類
従
』
巻
八
百
九
十
七

九
八
二
年
九
月
六
日
付

九
八
一
年
六
月
二
四
日
付
夕
刊

九
八
一
年
五
月
二
六
日
付

－４８－


